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Ⅰ 事務事業評価（事後評価）の実施における基本的な考え方 

１ 目的 

事務事業評価（事後評価）は、第３次越谷市総合振興計画における実施計画の進行管理に

加え、行政運営の中に計画(PLAN)→実施(DO)→検証(CHECK)→改革改善(ACTION)のマネジメ

ント・サイクルによる継続的な改革改善の仕組みを取り入れることにより、ヒト・モノ・カ

ネ・情報という経営資源の最適配分を図り、計画に位置付けられた施策を総合的・計画的・

効果的に推進していくことを目的とする。 

 

図表 1-1：【ＰＤＣＡサイクル】 

第３次越谷市総合進行計画
基本計画
実施計画

　ヒト・モノ
　カネ・情報の
　 適配分

　　　　　　　各課で実施

行政評価システム
(効果・成果の測定)

計画（PLAN）

実施（DO）

検証（CHECK）

改革改善
（ACTION）

①事務事業評価(事後評価)の実施
②外部評価の実施
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２ 基本方針 

  効率性の向上 

① 関連調書の統合 

実施計画の「実績調書」と行政評価の「事務事業評価表」、さらには男女共同参画プ

ランの「実績調書」を統合し、１度に３種類の調査を図る。 

② データベース化 

調書（事務事業評価表）の内容をデータベース化し、必要な情報の集計・分析を容易

に行えるようにする。 

③ 作成上の負担の軽減 

前年度に作成した事務事業評価表によって取得したデータをあらかじめ調書（事務事

業評価表）に反映し、事業担当課における調書作成に係る負担をできるだけ軽減する。 

 

  マネジメント・サイクルの構築 

① 多角的視点による評価の実施 

事業の「妥当性」「効率性」「有効性」及び「貢献度」の視点に基づき、事務事業評価

（事後評価）を行う。 

② 評価における客観性・成果の重視 

事業目的を踏まえた適切な指標の設定等により、資源投入（インプット）に対する事

業の活動結果（アウトプット）及び成果（アウトカム）を把握し、客観性と成果を重視

した評価を行う。 

 

図表 1-2：【行政活動とマネジメントの視点】 

　　財源 　　投入量 　　活動 　　　活動
　　　結果

　　　　　　成果

予算の執行管理

業績・成果による事業の評価

インプット プロセス アウトプット アウトカム

 

 

③ 計画と予算・定数等の連携 

計画(PLAN)→実施(DO)→検証(CHECK)→改革改善(ACTION)のマネジメント・サイクル

の中で、評価結果を的確に次の事業展開又は見直しにつなげていくことができるように、

計画と予算・定数等の連携を図る。 
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Ⅱ 事務事業評価（事後評価）の実施結果  

１ 実施時期と実施内容 

  事務事業評価（事後評価）の実施時期と実施内容は以下のとおりである。 

 

図表 2-1：【事務事業評価の実施時期と実施内容】 
実施時期 実施内容 
 
4 月 18 日 
 
5 月 18 日 

事務事業評価（事後評価）実施 

7月 6日 
平成 19年度 
第 1回行政経営推進本部会議に実施結果を報告 

8月 21・22・
27 日 

外部評価実施 

行政経営推進本部会議及び行政経営審議会へ報告後、評価結果を公表 10 月～ 
（予定を含
む。）   平成 20年度当初予算編成の参考資料として評価結果を活用 

 

２ 実施手順 

図表 2-2 のとおり、今年度の評価対象である事務事業について、担当課で事業ごとの評価

を行った。その後、企画部企画課・政策経営課において集計及び分析を行い、外部評価を経

た後に、その結果を企画部財政課において平成 20 年度当初予算編成の参考資料として活用

する。 

 

図表 2-2：【事務事業評価（事後評価）の実施手順】 

 
担当係長 担当課長 企画部企画課・政策経営課 企画部財政課

(1) 対象事業の確認 確認

(2)
業務分担整理表（様式2）
及び減価償却費計算表

（様式3）の作成1
作成

(4) 評価表等の提出 提出 確認

(5) 集計及び分析 集計・分析

(6) 参考資料として提出（予定） 確認

(7) 公表（予定） 公表

(8) 当初予算編成（予定） 予算査定

項　目

事務事業評価表（様式1） 評価(3)

1

                                                   

1 各種様式、事務事業評価(事後評価)実施マニュアル参照 

〜
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３ 評価対象事業 

企画部政策経営課において評価対象事業の選定基準（図表 2-3）に基づき対象事業の確認

を行い、担当課と調整の上、選定した。 

 

図表 2-3：【評価対象事業の選定基準】 

 

 

 

 

 
 

また、昨年度（平成 18年度）に評価を行った事業（平成 17年度実施事業）は 577 事業、今

年度（平成 19 年度）に評価を行った事業（平成 18 年度実施事業）は 560 事業であった。 

なお、平成 19年度の対象事業は、図表 2-4 のとおり平成 18 年度に比べ、終了、廃止、他の

事業に統合等の理由により 91 事業減少し、新規や隔年で実施等の理由により新たに 74 事業増

加した。 

 

図表 2-4：【評価対象事業数の推移】 

＜平成 18年度実施事業＞ ＜平成 17年度実施事業＞ 

74 事業 

（増事業） 

486 事業（継続事業） 

→560 事業 

577 事業← 91 事業 

（減事業） 

 

① 一般会計及び特別会計を対象とする。 
② 事業別予算の「細々目」を１事業として対象事業（実施計画対象事業を含む。）とする。 
③ 事業別予算の「細々目」に対応する実施計画事業がある場合は、実施計画事業を 1事業として捉
える。 

④ 事業別予算の「細々目」の中で、「職員人件費」や「一般事務経費」等のように具体的な事業とし
て捉えることが困難なものは対象外とする。 
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４ 評価項目 

  個別評価 

市が担うことの妥当性が高いか（事業の「妥当性」）、最少の資源投入量で最大の結果が

出ているか（事業の「効率性」）、事業の成果が出ているか（事業の「有効性」）、上位にあ

る施策の実現（又は目的達成）に貢献しているか（事業の「貢献度」）といった視点（図

表 2-5）に基づき、個別評価を行った。具体的には、各項目につき最大６項目の質問（図

表 2-7）を設け、該当する項目に対し「○」を選択する方法により評価の判断基準とした。 

 

図表 2-5【施策（又は目的）・事務事業と評価項目との関連図】 

施策（又は目的）

事
務
事
業

(1)妥当性
処理工程
プロセス

Process

成果
アウトカム

Outcome

結果
アウトプット

Output

経営資源投入
インプット

Input

(2)効率性

(3)有効性

(4)貢献度

 

 
(1)妥当性 市が担うことの妥当性が高いか 
(2)効率性 最少の資源投入量で最大の結果が出ているか 
(3)有効性 事業の成果が出ているか 
(4)貢献度 上位にある施策の実現（又は目的達成）に貢献しているか 
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図表 2-6：【目的、インプット、アウトプット、アウトカムの例】 
 目的 インプット アウトプット アウトカム 

街路灯整備 
安全な道路と住宅
環境の整備 

新設された街路
灯の数 

安全に通行できる
道路の割合 

リサイクル 
ゴミの処理量の減
少 

リサイクルされ
た量 

減量したゴミの割
合 

ボランティア
活動の促進 

ボランティア活動
の参加者を増やす 

実際にかかった費
用2 

講習会の開催及
び参加者数 

ボランティア活動
に参加した人の数 

 

図表 2-7：【評価の視点と質問内容】 

視点 質問内容 

  社会情勢や時代の変化を踏まえても、事業の意義は薄れておらず、税金を使って実施 
する事業としてふさわしい。 

  市民から事業継続の要望が多く、それを裏付ける具体的データや需要予測もある。受 
益者以外からの意見も広く聴いている。 

  法律で市の実施義務や公務員の従事義務があり、市の意思では廃止・見直しできない。 
  国・県・民間等では実施又は適切なサービス水準の確保が困難で、市が主体となって 
関与すべき事業である。 

  休・廃止した場合に、市民に与える影響が大きい。 

妥当性 

  特定の個人や団体に受益が偏っていない(不公平感はない)。 
  定期的に事業の実施手順や費用対効果を把握・検証し、効率化に向けた取組を行っ 
ている。 

  活動指標による単位当たりのコストが、前年度と比較して悪化(事業計画上、予定され 
たコスト上昇等を除く)していない。 

  事業の成果を下げずにコストを削減する余地(仕様や工法の見直し、電算化等の事務改
善、臨時・非常勤職員等の活用や委託化など)はない。 

  他の自治体で別の手法や体制によって効率的かつ質の高い取組が行われている事例 
は見当たらない。  

効率性 

  受益者負担の見直しの余地はない、又は受益者負担を求める事業ではない。 
  事業目的を踏まえた適切な活動指標・成果指標(数値化が困難な場合等は文言により代
替的に指標となるもの)を設定している。 

  設定した活動指標・成果指標に対する達成度が高い。 
  事業の活動量に見合った十分な成果が出ている。 
  成果を上げるために事業内容を見直す必要はない。 

有効性 

  事業を継続することによって成果のさらなる向上又は適正水準の確保が期待できる。 
  事業の対象や意図が上位施策の目的に結びついている。 
  上位施策への貢献度を成果指標により客観的に説明できる。 
  事業の成果が上位施策の実現に高く貢献している。 貢献度 
  上位施策を実現する手段として類似・重複する事業はない、又は他の事業と統合する
ことによって成果を向上させる余地はない。 

 

                                                   
2  実際にかかった費用は、事業費だけでなく人件費も含む。 
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  総合評価 

各視点からの個別評価を踏まえた上で、課題の有無と改善の程度により Aから Dまでの

4段階（図表 2-8）で総合評価を行った。 

なお、総合評価は当該評価対象事業を実施した段階で、担当課が事業について課題があ

るかないかを総合的に評価したランクである。 

 

図表 2-8：【総合評価の内容】 
類型 内容 
A 課題は全くない 
B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要 
C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要 
D 事業の休・廃止を含めた検討が必要 

 

  改革改善の方向性 
 総合評価で認識した課題を踏まえ、事業の「改革改善の方向性」として、「現状維持」、

「検討・見直し」、「終了（H19 年度）」の 3段階で評価を実施した。 
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５ 評価結果 

  個別評価 

事業の「妥当性」「効率性」「有効性」及び「貢献度」の視点ごとに、個別評価結果の集

計を行った。各視点につき 4項目から 6項目の具体的判断基準を設け、それぞれの該当す

る項目に対し「○」を選択する方法で評価を実施した。結果を集計したものが図表 2-10

である。さらに、一定のルール（図表 2-9）で、評価の視点ごとに、「高」「低」の 2段階

に集計し直したものが図表 2-11 である。 

 

  図表 2-9：【変換表】 

変換表（○の数の合計⇒高 or 低）     
 質問の合計点 レベル   質問の合計点 レベル 

6  5 
5  4 
4 

高 
 3 

高 

3  2 
2  1 
1  

効 
率 
性 

0 
低 

妥 
当 
性 

0 

低 

 
    

  

 質問の合計点 レベル   質問の合計点 レベル 
5  4 
4  3 

高 

3 
高 

 2 
2  1 
1  

貢 
献 
度 

0 
低 

有 
効 
性 

0 
低 

    

※「妥当性」「効率性」「有効性」及び「貢献度」のそれぞれの視点ごとの「○」の数を算出し、 

上記の変換表を用いて「高」「低」のうちいずれか該当するものに変換した。 
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図表 2-10：【評価の視点ごとの集計結果（質問別）】 

  

546 事業 14 事業

97.5 ％ 2.5 ％

372 事業 188 事業

66.4 ％ 33.6 ％

215 事業 345 事業

38.4 ％ 61.6 ％

470 事業 90 事業

83.9 ％ 16.1 ％

513 事業 47 事業

91.6 ％ 8.4 ％

528 事業 32 事業

94.3 ％ 5.7 ％

418 事業 142 事業

74.6 ％ 25.4 ％

381 事業 179 事業

68.0 ％ 32.0 ％

362 事業 198 事業

64.6 ％ 35.4 ％

380 事業 180 事業

67.9 ％ 32.1 ％

450 事業 110 事業

80.4 ％ 19.6 ％

423 事業 137 事業

75.5 ％ 24.5 ％

358 事業 202 事業

63.9 ％ 36.1 ％

455 事業 105 事業

81.3 ％ 18.7 ％

251 事業 309 事業

44.8 ％ 55.2 ％

521 事業 39 事業

93.0 ％ 7.0 ％

529 事業 31 事業

94.5 ％ 5.5 ％

410 事業 150 事業

73.2 ％ 26.8 ％

467 事業 93 事業

83.4 ％ 16.6 ％

450 事業 110 事業

80.4 ％ 19.6 ％

「○」の有無
有 無

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)
有
効
性

(4)
貢
献
度

(2)
効
率
性

(1)
妥
当
性

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

社会情勢や時代の変化を踏まえても、事業の意義は薄れておらず、
税金を使って実施する事業としてふさわしい。

市民から事業継続の要望が多く、それを裏付ける具体的データや需
要予測もある。受益者以外からの意見も広く聴いている。

法律で市の実施義務や公務員の従事義務があり、市の意思では廃
止・見直しできない。

国・県・民間等では実施又は適切なサービス水準の確保が困難で、
市が主体となって関与すべき事業である。

休・廃止した場合に、市民に与える影響が大きい。

特定の個人や団体に受益が偏っていない(不公平感はない)。

定期的に事業の実施手順や費用対効果を把握・検証し、効率化に
向けた取組を行っている。

活動指標による単位当たりのコストが、前年度と比較して悪化(事業
計画上、予定されたコスト上昇等を除く)していない。

事業の成果を下げずにコストを削減する余地（仕様や工法の見直
し、電算化等の事務改善、臨時・非常勤職員等の活用や委託化な
ど）はない。

他の自治体で別の手法や体制によって効率的かつ質の高い取組が
行われている事例は見当たらない。

受益者負担の見直しの余地はない、又は受益者負担を求める事業
ではない。

事業目的を踏まえた適切な活動指標・成果指標(数値化が困難な場
合等は文言により代替的に指標となるもの)を設定している。

設定した活動指標・成果指標に対する達成度が高い。

事業の活動量に見合った十分な成果が出ている。

成果を上げるために事業内容を見直す必要はない。

事業を継続することによって成果のさらなる向上又は適正水準の確
保が期待できる。

事業の対象や意図が上位施策の目的に結びついている。

上位施策への貢献度を成果指標により客観的に説明できる。

事業の成果が上位施策の実現に高く貢献している。

上位施策を実現する手段として類似・重複する事業はない、又は他
の事業と統合することによって成果を向上させる余地はない。
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図表 2-11：【評価の視点ごとの集計結果（「高」「低」変換後）】 

 

 

 

 【妥当性】 

評価対象とした 560 事業中、「高」が 505 事業（90.2％）、「低」が 55 事業（9.8％）であ

り、評価対象事業のほとんどの事業について、妥当性が高いという評価結果になったものの、

9.8％の事業については、市で実施する必要があるか等について再確認する必要があると考

えられる。 

 

【効率性】 

評価対象とした 560 事業中、「高」が 453 事業（80.9％）、「低」が 107 事業（19.1％）と

いう結果となり、このことから、評価対象事業の 19.1％は、まだ効率化を図る余地があるも

のと考えられる。 

 

【有効性】 

評価対象とした 560 事業中、「高」が 446 事業（79.6％）、「低」が 114 事業（20.4％）と

いう結果となり、このことから、評価対象事業の 79.6％は成果があがっているものの、残り

の 20.4％は、成果が十分に出ていない又は客観的な指標に基づく成果の説明がなされていな

いもの等と考えられる。 

 

【貢献度】 

評価対象とした 560 事業中、「高」が 459 事業（82.0％）、「低」が 101 事業（18.0％）と

いう結果となり、このことから、評価対象事業の 82％が上位施策の実現（又は目的達成）に

貢献しているものの、残りの 18％は貢献度が十分でない又は客観的な指標に基づく貢献度の

説明がなされていないもの等と考えられる。 

区分

評価の視点

事業数

構成比 90.2 ％ 9.8 ％ 100.0 ％

事業数 560

構成比 80.9 ％ 19.1 ％ 100.0 ％

事業数

構成比 79.6 ％ 20.4 ％ 100.0 ％

事業数

構成比 82.0 ％ 18.0 ％ 100.0 ％

妥当性

効率性

有効性

貢献度

453

高 低 計

560505 55

107

560

560

446 114

459 101
82.0％

79.6％

80.9％

90.2％
9.8％

19.1％

20.4％

18.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

貢献度

有効性

効率性

妥当性

高 低
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  総合評価 
事業の総合評価として、Ａ（課題は全くない）、Ｂ（課題が少しあり事業の一部見直し

が必要）、Ｃ（課題が多く事業の大幅な見直しが必要）、Ｄ（事業の休・廃止を含めた検討

が必要）の 4段階評価を実施し、その結果を集計したものが図表 2-12 である。 

評価対象とした 560 事業中、Ａ評価は 82 事業（14.7％）、Ｂ評価は 465 事業（83.0％）、

Ｃ評価は 10 事業（1.8％）、Ｄ評価は 3事業（0.5％）である。 

 

図表 2-12：【総合評価の集計結果】               
総合評価 事業数(件) 構成比 
Ａ課題は全くない  82  14.7％ 
Ｂ課題が少しあり事業の一部見直しが必要 465  83.0％ 
Ｃ課題が多く事業の大幅な見直しが必要3  10   1.8％ 
Ｄ事業の休・廃止を含めた検討が必要4   3   0.5％ 

計 560 100.0％ 

 

図表 2-13：【総合評価の集計結果（構成比）】 

Ｄ 事業の休・廃止を

含めた検討が必要
3事業(0.5%)

Ａ 課題は全くない

82事業(14.7%)

Ｂ 課題が少しあり
事業の一部見直し

が必要

465事業(83.0%)

Ｃ 課題が多く事業

の大幅な見直しが
必要

10事業(1.8%)

                                                   
3 Ｃ(課題が多く事業の大幅な見直しが必要)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の 90：越谷しらこばと基金事業
(越谷しらこばと基金積立事業含む)、97：市民活動支援事業、106：交通災害共済会計繰出金事業、117：交通災害共
済保険料負担事業、289：中小企業環境整備資金融資事業、305：工業団地整備事業、358：管路改修事業、365：都市
防災河川等整備事業、371：管路改修事業、524：市立体育館施設改修事業 

4 Ｄ(事業の休・廃止を含めた検討が必要)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の 109：共済見舞金(加入促進費含
む)、310：融資審査会運営事業、555：消防委員会運営事業 
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  改革改善の方向性 
評価対象とした事業の今後における改革改善の方向性として、「現状維持」、「検討・見

直し」、「終了（H19 年度）」の 3段階評価を実施した。その結果を集計したものが図表 2-14

である。 

評価対象とした 560 事業中、「現状維持」は 80 事業（14.3％）、「検討・見直し」は 475

事業（84.8％）、「終了（H19 年度）」は 5事業（0.9％）という結果になった。 

 

図表 2-14：【改革改善の方向性の集計結果】 
   区分 

 
現状維持 検討・見直し 終了(H19 年度)5 計 

事業数 80 475 5 560 

構成比 14.3% 84.8% 0.9% 100.0% 

 

図表 2-15：【改革改善の方向性の集計結果（構成比）】 

現状維持

80事業

(14.3%)

検討・見直し

475事業

(84.8%)

終了

(H19年度)

5事業(0.9%)

 

                                                   
5 終了(H19 年度)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の 122：地域福祉計画策定事業、152：精神障害者小規模作業
所運営費等補助事業、272：資源化センター更新整備事業、310：融資審査会運営事業、345：蒲生駅東口線整備事業  
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Ⅲ 分析結果 

各課において実施した事務事業評価（事後評価）の結果に基づき、評価項目等のクロス分

析（1.受益の偏りと受益者負担の見直しの余地、2. 同じ目的をもつ事業の有無と廃止・縮

小の余地、3.妥当性と効率性、4.妥当性と有効性、5．妥当性を重視したクロス分析（事業

の必要性と市が直接実施する必要性））を行い、個々の事業において複合的な視点から課題

になると考えられる事項を抽出した。 

 

１ 受益の偏りと受益者負担の見直しの余地 
「特定の個人や団体に受益が偏っていない（不公平感はない）〔特定の個人や団体に受益

が偏っていないか〕」及び「受益者負担の見直しの余地はない、又は受益者負担を求める事

業ではない〔受益者負担の見直しの余地はあるか〕」の二つの視点でクロス分析を行った。

評価対象とした 560 事業の分布状況を調べたところ、図表 3-1 のような結果になった。この

図表の中で特に(c)に該当する事業は、「特定の個人や団体に受益が偏っている（不公平感が

ある）」こと、また「受益者負担の見直しの余地がある」ことから、受益者負担の見直しを

することができる可能性があると考えられる。 

 

図表 3-1：【受益の偏り・受益者負担の見直しの余地のクロス分析シート】 

 

                                                   
6 （C）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 18頁参照 

(a) (b) 

偏
っ
て
い
な
い 

88 事業 440 事業 

(c)6 (d) 

特
定
の
個
人
や
団
体
に
受
益
が
偏
っ
て
い
な
い
か 

 

偏
っ
て
い
る 

22 事業 10 事業 

 

ある ない    
受益者負担の見直しの余地はあるか 

(c)に該当する事業は、受益者

負担の見直しをすることがで

きる可能性があると考えられ

る。 
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２ 同じ目的をもつ事業の有無と廃止・縮小の余地 
「上位施策を実現する手段として類似・重複する事業はない、又は他の事業と統合すること

によって成果を向上させる余地はない〔同じ目的を持つ他の事業はあるか〕」及び「休・廃止

した場合に、市民に与える影響が大きい〔事業を廃止・縮小できる余地はあるか〕」の二つの

視点でクロス分析を行い、評価対象とした 560 事業の分布状況を調べたところ、図表 3-2 の

ような結果になった。 

この図表の中で特に(c)に該当する事業は、「同じ目的を持つ他の事業がある」こと、また

「事業を廃止・縮小できる余地がある」ことから、他の事業との関係を見直すことなどによ

り事業そのものを廃止・縮小することができる可能性があると考えられる。 

 

図表 3-2：【同一目的と廃止・縮小の余地のクロス分析シート】 

 

 

                                                   
7 （C）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 18頁参照 

(a) (b) 

な
い 27 事業 423 事業 

(c)7 (d) 

同
じ
目
的
を
持
つ
他
の
事
業
は
あ
る
か 

あ
る 20 事業 90 事業 

 

ある ない    
廃止・縮小できる余地はあるか 

(c)に該当する事業は、他の事

業との関係を見直すことなど

により事業そのものを廃止・

縮小することが可能であると

考えられる。 
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３ 妥当性と効率性 
市で実施する必要があるか等の判断基準である「妥当性」及び事業が効率的に実施され

ているか等の判断基準である「効率性」の二つの視点でクロス分析を行い、評価対象とし

た 560 事業の分布状況を調べたところ、図表 3-3 のような結果になった。 

この図表の中で左下の(ｃ)に近づくほど「妥当性」及び「効率性」がともに低くなるた

め、そこに位置する事業は、市が実施すべき事業であるか、また、コストを削減できない

か等の面からの見直しが必要であると考えられる。 

また、(ａ)のように、「妥当性」が高いにもかかわらず、「効率性」が低い事業は、市が

実施する必要がある重要な事業として捉えることはできるが、今後も継続して実施してい

くためには、業務改善やコストの見直しが必要であると考えられる。 

さらに、(ｄ)のように、「効率性」が高くても、「妥当性」が低い事業は、市民ニーズが

低いにもかかわらず資金を投入しているのではないかと考えられる。 

 

図表 3-3：【妥当性と効率性のクロス分析シート】 

 

                                                   
8 （C）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 19頁参照 

(a) (ｂ) 

高 
84 事業 421 事業 

(ｃ)8 (ｄ) 

妥
当
性 

低 
23 事業 32 事業 

 

  低 高 

 

 効率性 

(c)に該当する事業は、市が実

施すべき事業であるか、コス

トを削減できないか等の面か

らの見直しが必要であると考

えられる。 
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４ 妥当性と有効性 
市で実施する必要があるか等の判断基準である「妥当性」及び事業の成果が出ているか

等の判断基準である「有効性」の二つの視点でクロス分析を行い、評価対象とした 560 事

業の分布状況を調べたところ、図表 3-4 のような結果になった。 

この図表の中で左下の(ｃ)に近づくほど「妥当性」及び「有効性」がともに低くなるた

め、そこに位置する事業は、市が実施すべき事業か、また、成果をあげるために何が必要

か等の面からの見直しが必要であると考えられる。 

また、(a)のように、妥当性が高いにもかかわらず、有効性が低い事業は、市が実施す

べき重要な事業と捉えることができるが、事業の実施手段の見直しが必要であると考えら

れる。 

さらに、(d)のように、「有効性」が高いにもかかわらず「妥当性」が低い事業は、事業

の成果があがっていたとしても、はたして市で実施すべき事業であるのか、場合によって

は民間に委ねる必要があるのではないかという見直しが必要であると考えられる。 

 

図表 3-4：【妥当性と有効性のクロス分析シート】 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                   
9 （c）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 19頁参照 

(ａ) (ｂ) 

高 
87 事業 418 事業 

(c)9 (ｄ) 

妥
当
性 

低 
27 事業 28 事業 

 

  低 高  

 有効性 

(c)に該当する事業は、市が実

施すべき事業か、また成果を

あげるために何が必要か等の

面からの見直しが必要である

と考えられる。 
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５ 妥当性を重視したクロス分析 
市で実施する必要があるか等の判断基準である「妥当性」の中でも、特に「事業の必要

性」と「市が直接実施する必要性」の二つの視点を用いて、事業仕分け10的なクロス分析

を行い、評価対象とした 560 事業の分布状況を調べたところ、図表 3-5 のような結果にな

った。 

この図表の中で左下の（ｃ）に近づくほど「事業の必要性」及び「市が直接実施する必

要性」がともに低くなるため、そこに位置する事業は、事業の目的と意義を再確認し、事

業そのものの必要性及び市が直接実施すべき事業かを見直す必要があると考えられる。 

また、(ａ)のように、「事業の必要性」が高いにもかかわらず「市が直接実施する必要

性」が低くなった事業については、事業を実施する意義はあるが、はたして市が直接実施

すべき事業であるのか、場合によっては民間に委ねる必要があるのではないかを見直す必

要があると考えられる。 

さらに、(ｄ)のように、「市が直接実施する必要性」が高いにもかかわらず、「事業の必

要性」が低い事業は、今後のあり方について、事業そのものの目的と意義を再確認する必

要があると考えられる。 

 

図表 3-5：【妥当性を重視したクロス分析シート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10  事業仕分け：事業の「そもそもの必要性」や「本来の実施主体」等について、事業ごとに評価し、そのあり方を抜
本的に整理し、行財政改革の充実を図るもの。 

11 （a）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 20頁参照 
12 （c）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 20頁参照 
13

 （d）の内訳→各クロス分析該当事業一覧 20頁参照 

(ａ) 11 (ｂ) 

高 
49 事業 497 事業 

(c)12 (ｄ) 13 

事
業
の
必
要
性 

低 
9 事業 5 事業 

 

  低 高 

 

 市が直接実施する必要性 

(c)に該当する事業は、事業そ

のものの必要性及び実施主体

を見直す必要があると考えら

れる。 

(a)に該当する事業は、実施主

体を見直す必要があると考え

られる。 

(d)に該当する事業は、事業そ

のものの目的と意義を再確認

する必要があると考えられ

る。 
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○ 各クロス分析該当事業一覧14 
 

・図表 3-1(13 頁)で(c)に位置付けられた事業（22 事業） 

 

・図表 3-2(14 頁)で(c)に位置付けられた事業（20 事業） 

 

                                                   
14 各表における番号：事務事業評価等実施結果一覧の事業番号 

番号 事業名 番号 事業名

82 集会施設整備事業 316 低温貯蔵庫管理費

317 農産物生産奨励事業

324 農業環境衛生改善事業

106 交通災害共済会計繰出金事業 327 農業従事・後継者育成事業

175 保険事務管理費（介護保険） 328 市民農園整備事業

195 国民健康保険会計繰出金（法定外）事業 414 木造住宅耐震改修促進事業

201 医療費通知事務事業（老人保健） 447 伝統芸術鑑賞事業

203 医療費支給事業（老人保健） 521 市立体育施設管理事業

205 医療給付事業（老人保健） 522 屋外体育施設管理運営事業

258 動物死体収集事業 527 市立体育館管理運営事業

267 粗大ごみ受付業務 563 火災予防事業

284 空閑地除草事業

90
越谷しらこばと基金事業
（越谷しらこばと基金積立事業含む）

番号 事業名 番号 事業名

26 男女共同参画推進事業 310 融資審査会運営事業

316 低温貯蔵庫管理費

317 農産物生産奨励事業

51 職員表彰事業 365 都市防災河川等整備事業

188 順正苑施設管理事業
(a
)

440 小学校仮設教室借上事業(東越谷小)

189 順正苑施設改修事業
(a
)

447 伝統芸術鑑賞事業

190 順正苑運営事業
(a
)

452 小・中学校教育指導書等整備事業

191 日用品等支給事業
(a
)

526 備品整備事業

200 レセプト点検等事業（老人保健）
(a
)

555 消防委員会運営事業

201 医療費通知事務事業（老人保健） 562 消防音楽隊運営事業

289 中小企業環境整備資金融資事業

職員福利厚生事業
（職員被服貸与事業を含む）

44
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・図表 3-3(15 頁)で(c)に位置付けられた事業（23 事業） 

 

・図表 3-4(16 頁)で(c)に位置付けられた事業（27 事業） 

番号 事業名 番号 事業名

202 審査委託事業（老人保健）

203 医療費支給事業（老人保健）

106 交通災害共済会計繰出金事業 205 医療給付事業（老人保健）

109 共済見舞金（加入促進費含む） 206 おがの山荘運営事業

111 交通安全推進事業
(a
)

267 粗大ごみ受付業務

117 交通災害共済保険料負担事業 271 家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業

194 おがの山荘施設管理事業 289 中小企業環境整備資金融資事業

195 国民健康保険会計繰出金（法定外）事業 305 工業団地整備事業

196 疾病予防費（国保会計） 310 融資審査会運営事業

199 電算処理事務事業（老人保健）
(a
)

316 低温貯蔵庫管理費

200 レセプト点検等事業（老人保健）
(a
)

328 市民農園整備事業

201 医療費通知事務事業（老人保健） 555 消防委員会運営事業

90
越谷しらこばと基金事業
（越谷しらこばと基金積立事業含む）

番号 事業名 番号 事業名

44 職員福利厚生事業（職員被服貸与事業を含む） 205 医療給付事業（老人保健）

106 交通災害共済会計繰出金事業 206 おがの山荘運営事業

109 共済見舞金（加入促進費含む） 267 粗大ごみ受付業務

110 消費者保護委員会事業
(a
)

289 中小企業環境整備資金融資事業

111 交通安全推進事業
(a
)

305 工業団地整備事業

117 交通災害共済保険料負担事業 310 融資審査会運営事業

194 おがの山荘施設管理事業 311 水田農業構造改革対策事業

195 国民健康保険会計繰出金（法定外）事業 314 農業技術研究事業

196 疾病予防費（国保会計） 316 低温貯蔵庫管理費

199 電算処理事務事業（老人保健）
(a
)

317 農産物生産奨励事業

200 レセプト点検等事業（老人保健）
(a
)

378 受益者負担金・使用料徴収業務費①

201 医療費通知事務事業（老人保健） 452 小・中学校教育指導書等整備事業

202 審査委託事業（老人保健） 555 消防委員会運営事業

203 医療費支給事業（老人保健）
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・図表 3-5(17 頁)で(a)に位置付けられた事業（49 事業） 

 

・図表 3-5(17 頁)で(c)に位置付けられた事業（9事業） 

   

・図表 3-5(17 頁)で(d)に位置付けられた事業（5事業） 

 

番号 事業名 番号 事業名

34 電算運用事業 287 能力開発支援事業(旧：勤労者等能力開発支援事業）

100 防犯対策事業 297 労働相談事業

108 消費生活相談事業 306 若年者等就職支援事業

110 消費者保護委員会事業 314 農業技術研究事業

111 交通安全推進事業 328 市民農園整備事業

114 市民相談事業 348 八潮越谷線整備事業（県営）

115 消費者啓発事業 394 越谷駅西口土地区画整理事業

125 更生保護事業 395 七左第一土地区画整理事業

188 順正苑施設管理事業 396 東越谷土地区画整理事業

189 順正苑施設改修事業 397 西大袋土地区画整理事業

190 順正苑運営事業 415 住まいの情報館施設管理事業

191 日用品等支給事業 429 小・中学校施設管理事業

199 電算処理事務事業（老人保健） 445 科学技術体験センター施設管理事業

200 レセプト点検等事業（老人保健） 447 伝統芸術鑑賞事業

238 児童館コスモス運営事業 449 語学指導助手等招致事業

239 児童館コスモス施設管理事業 452 小・中学校教育指導書等整備事業

240 児童館ヒマワリ施設管理事業 465 入学準備金貸付事業

241 児童館ヒマワリ運営事業 476 給食センター施設管理事業

244 保育所運営事業 512 日本文化伝承の館運営事業

247 家庭保育室事業 515 総合体育館管理運営事業

255 学童保育室運営事業 520 越谷市民プール管理運営事業

261 粗大ごみ収集運搬事業 521 市立体育施設管理事業

262 廃棄物減量等推進員事業 522 屋外体育施設管理運営事業

276 資源物等収集運搬事業 535 図書購入事業

286 産業情報化推進事業

番号 事業名 番号 事業名

106 交通災害共済会計繰出金事業 206 おがの山荘運営事業

109 共済見舞金（加入促進費含む） 289 中小企業環境整備資金融資事業

117 交通災害共済保険料負担事業 310 融資審査会運営事業

194 おがの山荘施設管理事業 555 消防委員会運営事業

196 疾病予防費（国保会計）

番号 事業名 番号 事業名

201 医療費通知事務事業（老人保健） 205 医療給付事業（老人保健）

202 審査委託事業（老人保健） 316 低温貯蔵庫管理費

203 医療費支給事業（老人保健）
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Ⅳ 事務事業評価（事後評価）の結果を踏まえた今後の取組み 

以上による事務事業評価（事後評価）の結果については、その内容を踏まえ、今後、各事業

担当課及び全庁的な取組として、次のような活用等を積極的に図るものとする。 

 

１ 各事業担当課における活用 

当該事業の決算に向けた課題の整理、総合振興計画実施計画の策定、当初予算編成、第４次

行政改革大綱実施計画（集中改革プラン）（以下「集中改革プラン」という。）への取組項目の

追加及び事務事業の改革改善等を進めていく上での参考資料とする。 

 

２ 全庁的な活用等 

  予算編成との連携 
別途実施する外部評価の結果等とともに、翌年度の当初予算編成の参考資料として活用

する。 

 

  組織・定数調整との連携 
事務事業評価（事後評価）における「業務分担整理表」を含めて組織・定数調整の参考

資料として活用する。 

 

  総合振興計画実施計画進行管理等との連携 
総合振興計画実施計画の進行管理及び第二期実施計画策定のための参考資料として活

用する。 

 

  外部評価における対象事業の抽出等 
今年度の外部評価対象事業の抽出及び外部評価委員への説明のための参考資料として

活用する。 

   

  集中改革プランへの追加 
集中改革プランに新たな取組項目を追加するため、参考資料として活用する。 

 

  事務事業評価（事後評価）の結果の公表 
平成 19年 9 月議会において平成 18 年度の決算が認定された後、外部評価の結果等と併

せて公表する。 
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○ 参考資料 

１ 各種様式 

  様式 1-1 
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  様式 2 
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  様式 3 
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２ 事務事業評価（事後評価）実施マニュアル 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年４月 

企画部政策経営課 

事務事業評価（事後評価）実施マニュアル 
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□1  事務事業評価（事後評価）の実施における基本的な考え方 

１ 目的 

このたび実施する事務事業評価（事後評価）は、第３次越谷市総合振興計画及びこしがや男女共

同参画プランにおける実施計画の進行管理に加え、行政運営の中に計画（PLAN）－実施（DO）－検

証（CHECK）－改革・改善（ACTION）のマネジメント・サイクルを構築していくことで、ヒト・モ

ノ・カネ・情報という経営資源の最適配分を目指し、計画に位置付けられた施策を総合的・計画的・

効果的に推進していくことを目的とします。 

 

２ 基本方針 

  効率性の向上 

① 関連調書の統合 

実施計画の「実績調書」と行政評価の「事務事業評価表」、さらには男女共同参画プランの「実

績調書」を統合することで１度の調査で３種類の調査をできるようにしています。 

② データベース化 

調書（事務事業評価表）の内容をデータベース化し、必要な情報の集計・分析を容易に行え

るようにしています。 

③ 作成上の負担の軽減 

前年度に作成した事務事業評価表におけるデータで引き続き活用できるものについては、今

年度作成分の調書（事務事業評価表）にあらかじめ反映させることで、事業担当課における調

書作成に係る負担をできるだけ軽減するようにしています。 

   

  マネジメント・サイクルの構築 

① 事務事業評価の実施 

計画の進行管理に加えて、事業の「妥当性」「効率性」「有効性」及び「貢献度」の視点に基

づき、事務事業評価（事後評価）を行います。 

経営資源投入
（Input）

処理過程
（工程）

結果
（Output）

成果
（Outcome）

効率性

有効性

施策（又は目的）

貢献度

妥当性事
務
事
業

 

② 事務事業評価の妥当性の確保 

資源投入（インプット）に対する事業の活動結果（アウトプット）及び成果（アウトカム） 

を把握することで、事務事業評価の妥当性の確保に努めます。 

③ 計画と予算の連携 

計画（PLAN）→実施（DO）→検証（CHECK）－改革・改善（ACTION）のマネジメント・サイク

ルのうち、検証（CHECK）を実施し、その結果を予算編成等の改革・改善（ACTION）につなげ

ていくことができるように、計画と予算・定数等との連携を図ります。 
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□2  事務事業評価（事後評価）の実施手順  
 

１ 実施手順 

  以下の表１の手順で事務事業評価（事後評価）を実施します。   

 

表１：事務事業評価の実施手順 

担当係長 担当課長 企画部企画課・政策経営課 企画部財政課

(1) 対象事業の確認 確認

(2)
業務分担整理表（様式2）
及び減価償却費計算表
（様式3）の作成

作成

(4) 評価表等の提出 提出 確認

(5) 集計及び分析 集計・分析

(6) 参考資料として提出（予定） 確認

(7) 公表（予定） 公表

(8) 当初予算編成（予定） 予算査定

項　目

事務事業評価表（様式1） 評価(3)

 
※ 網掛け部分：事業担当課において実施する項目 

※ こしがや男女共同参画プラン対象事業については、網掛け部分中、（１）及び（２）の項目に

ついては実施する必要はありません。 

 

２ 実施項目 

 上記実施手順のうち、今回実施する項目の詳細は以下のとおりです。項目の順番にしたがって実

施してください。 

 

（１）対象事業の確認 

企画部政策経営課において評価対象事業の選定基準（表 2）に基づき対象事業の選定を行い、

事業別予算等一覧表（参考資料１）としてまとめましたので、確認の上、修正する必要がある場

合は、企画部政策経営課と調整してください。 

表 2：評価対象事業の選定基準 

 

 

 

 

 

（２）業務分担整理表（様式２）及び減価償却費計算表（様式３）の作成：（７～８頁参照） 

（３）事務事業評価表（様式１）の作成：（３～６頁参照） 

（４）評価表等の提出 

※ 前年度実施の事務事業評価（事後評価）の結果と対応等を踏まえて実施してください。

⑤ 一般会計及び特別会計を対象とする。 
⑥ 事業別予算の「細々目」を１事業として対象事業（実施計画対象事業を含む。）とする。 
⑦ 事業別予算の「細々目」に対応する実施計画事業がある場合は、実施計画事業を 1事業として捉える。 
⑧ 事業別予算の「細々目」の中で、「職員人件費」や「一般事務経費」等のように具体的な事業として捉え
ることが困難なものは対象外とする。 
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□3  事務事業評価表等の記入マニュアル  

 

様式１－１、様式１－２：【平成１８年度実施事業】事務事業評価表 
 
以下の項目について、データを入力してください。番号は、調書の項目と同一となっています。 
一部の項目は、昨年度（平成１８年度）作成の事務事業評価表のデータが反映されていますが、
評価対象となる年度の変更（平成１７年度⇒平成１８年度）や組織改正等の理由により内容の変更
が考えられますので、必ず確認し、変更がある場合は修正してください。 
※ 評価表は、説明責任の観点から、市民に公表しますので、各項目の記述内容が、簡潔・明瞭で公表に適したも
のであるか十分に確認してください。なお、文章表現は「である調」で、可能な限り簡潔に表現してください。 

確認のポイントは  
□ 事業の対象、事業内容の焦点や方向性等がずれていないか？ □ 活動結果、成果の設定が適切か？□ 妥当性、
効率性、有効性、貢献度について、各チェック項目に対する回答は適切であるか？ □ 総合評価や改革改善の
内容が個別評価の結果を踏まえたものになっているか？  

【入力項目等】○プ：男女共同参画プラン事業はこの記号が付いている項目のみ修正・入力 
 入力項目及び入力目的等 入力方法等 

0 事業区分 
 
 

○プ 
「市民サービス」、「施設整備・管理」、「負担金・補助金等」、「内
部管理」のうち、いずれか該当するものをプルダウンメニューの
中から選択してください。 

1 事業名 事業別予算等一覧表（参考資料 1）を参照し、□2 －2－（１）
対象事業の確認（2頁参照）で評価対象事業とした事業の名称（事
業別予算の場合は細々目名、実施計画の場合は実施計画名）を入
力してください。 
※ 細々目名が「○○費」となっている場合は、「〇〇事業」に
変更してください。 

(1) 所管コード 
○プ 

所管コード一覧表（参考資料2）を参照し、該当する 6桁の所
管コードを入力してください。 

(2) 部名  ○プ 事業を実施する（平成１
．
９
．
年度
．．
の）部名を入力してください。 

(3) 課名 ○プ 事業を実施する（平成１
．
９
．
年度
．．
の）課名を入力してください。 

(4) 係名 ○プ 事業を実施する（平成１
．
９
．
年度
．．
の）係名を入力してください。 

(5) 課長名  ○プ 事業を実施する課の（平成１９年度
．．．．

の）課長名を入力してください。 

(6) 係長名 ○プ 事業を実施する係の（平成１９年度
．．．．

の）係長名を入力してください。 
(7) 担当者名 ○プ 事業の（平成１

．
９
．
年度
．．
の）担当者名を入力してください。 

 
 
 
2 
所 
管 

(8) 連絡先 ○プ 〈例１〉 〈内〉25XX 〈例２〉 965－XXXX 
3 事業コード 当該事業が総合振興計画のどの施策に位置付けられるか勘案

し、事業コード一覧表（参考資料 3）を参照し、該当する 6桁の
小項目コードを入力してください。 

4 男女共同参画コード 修正・入力は不要です。 
5 事業別予算コード 事業別予算等一覧表（参考資料 1）を参照し、該当する 13 桁

の事業別予算コードを入力してください。 
6 主要関連計画等 

○プ 

総合振興計画及び男女共同参画プラン以外に当該事業が位置
付けられている計画等がある場合は、その名称と計画期間及び当
該事業の実施期間を入力してください。 
<例> 都市計画マスタープラン（計画期間Ｈ11～Ｈ21、実施期間Ｈ16～Ｈ19） 

7 事業開始年度 
 ○プ 

事業を開始した年度を入力してください。なお、不明な場合は
「－」と入力してください。   
〈例１〉 S56（例 2） Ｈ10 

8 事業終期年度  
○プ 

事業の終期年度を入力してください。特に終期を設定していな
い場合は「無」と入力してください。 
〈例〉Ｈ17 〈例〉無 

9 根拠法令等  
 

○プ 
事業を実施する根拠となる「法律」､「政令」､「条例」､「規
則」､「要綱」等の名称を入力してください。 

10 総合振興計画・男女共同参画プラン上の位置付け 

 
Ⅰ
事
業
の
概
要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1) 大項目・テーマ 

当該事業が総合振興計画のどの施策に位置付けられるか勘案
し、事業コード一覧表（参考資料 3）を参照し、該当する大綱、
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 入力項目及び入力目的等 入力方法等 
(2) 中項目・課題と取組の方向  
(3) 小項目  

大、中、小の項目を入力してください。 

(1) 対象  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○プ 

「個人」、「世帯」、「団体」、「その他」のうち、いずれか該当す
るものをプルダウンメニューの中から選択してください。特に対
象を限定していない場合は、「その他」を選択してください。 
また、下段に「事業の対象となる人やモノ」を具体的かつ簡潔
に入力してください（単に対象を「市民」とするのではなく、世
代、地域などによりできるだけ対象を特定する）。 

〈例１〉市内の在宅寝たきり６５歳以上の高齢者 
〈例２〉市街化区域内の住民 

【One Pointアドバイス】 
対象が誰かわからない場合は、その事業を止めてしまったと仮
定した場合に、誰が困るかを考えてみてください。自ずと対象が
見えてくるはずです。 

(2) 対象地区  
 

事業の対象となる地区をプルダウンメニューの中から選択し
てください。 

(3) 対象年齢  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○プ 

次の例に従い、対象年齢を具体的に入力してください。 
<例> 
●0歳以上 3歳以下を対象とする場合 
⇒「0歳以上 3歳以下」と入力 
 
●0歳以上 3歳未満を対象とする場合 
⇒「0歳以上 3歳未満」と入力 
 
●20 歳を対象とする場合 
⇒「20歳」と入力 
 
●60 歳以上を対象とする場合 
⇒「60歳以上」と入力 
 
●全世代を対象とする場合 
⇒「全世代」と入力 

(4) 事業内容（意図）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○プ 

どのような趣旨で事業が開始され、Ⅰ-11-（1）で設定した「対
象」をどのような状態にしたいのかという視点で、事業内容を簡
潔に入力してください。 
※ 手段に該当する記述については、Ⅰ-11-(5)の手段の欄に分
けて入力してください。 
【One Pointアドバイス】 
事業の意図は、事業の存在意義でもあります。事業の展開によ
って得られるであろう「成果」を意識して記入してください。逆
にこの項目がうまく設定できない事業は、事業そのものの存在意
義が問われます。 

 
 
Ⅰ
事
業
の
概
要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11
事
業
目
的 
 
 
 
 
 
 

(5) 手段 

○プ 

Ⅰ-11-(4)の事業内容（意図）を実現するための具体的手段と
してどのような方法が用いられているかを簡潔に入力してくだ
さい。 
〈例〉民間の専門業者への委託 
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 入力項目及び入力目的等 入力方法等 

1 進捗状況 
 
 
 
 

○プ 

「終了(H18)」・「計画どおり進行」・「やや遅れている」・「未実施」
のうち、該当する項目をプルダウンメニューの中から選択してく
ださい。なお、「やや遅れている」や「未実施」の場合は、その
理由をⅢ-2 の課題欄に、今後の対応策等についてⅣの改革改善
欄にそれぞれ簡潔に入力してください。 

(1) 人工
に ん く

  
① 正規職員  

 
② 非常勤・臨時職員 

 

 
① 18 年度決算の欄については、業務分担整理表（様式 2 の
Sheet2）の該当箇所（当該事業の⑥欄の「正規職員人工数」）
を入力してください。 
② 18 年度決算の欄については、業務分担整理表（様式 2 の
Sheet2）の該当箇所（当該事業の⑧欄の「非常勤・臨時職員人
工数」）を入力してください。 
―――――― 「（１）人工」欄共通事項 ―――――――― 
※ 19 年度当初予算の欄については、今回は 18年度決算の欄と
業務量が変わらないものと考え、同数を入力してください。 
※ ①～②の合計は自動計算されます。 
※ ゼロの場合は、0と入力してください。 

(2) コスト  
① 人件費 
 
 
 
 
② 事業費 
③ 間接経費  
 
④ 減価償却費 
 
 

○プ  
は 
② 
事 
業 
費 
の 
み 
入 
力 

 
① 18 年度決算の欄については、業務分担整理表（様式２の
Sheet２）の該当箇所（当該事業の⑩欄の「人件費合計」）を
入力してください。19 年度当初予算の欄については、今回
は 18 年度決算の欄と業務量が変わらないものと考え、同数
を入力してください。 

② 事業費は、予算書等を参考に入力してください。 
③については、政策経営課で対応しますので、今回は入力の必要 
はありません。 
④については、減価償却費計算表（様式 3）により算出した減価
償却費を入力してください。 
―――――― 「（2）コスト」欄共通事項 ―――――――― 
※ ①～④の合計は自動計算されます。 
※ ゼロの場合は、0と入力してください。 

2 
資
源
投
入
量 
 

(3) 財源内訳  
① 国・県支出金 
② 市債 
③ その他特定財源 
④ 一般財源 

 
○プ 
 

予算書等を参考に入力してください。 
―――――― 「（3）財源内訳」欄共通事項 ――――――― 
※ ④の一般財源は、①～③を入力すると自動計算されます。 
※ ゼロの場合は、0と入力してください。 

3 
 
活
動
結
果 

〇活動指標名、単位 
 
 
 
 
 
〇指標式 
 
 
〇目標値、実績値 

○プ 

〇活動指標名、単位 
活動指標名は活動結果・成果指標例（参考資料 4）
を参考に、事業の活動結果（アウトプット）を示す
活動指標名及び単位を入力してください。 
※複数ある場合は、代表的なものを入力してください（2 つ以内）。 
〇指標式 
事業の活動指標の算出方法（数式等）を入力して
ください。 
〇目標値、実績値 
 目標値（18、19 年度）には、年度当初に設定した
活動指標の目標値を入力し、実績値（18年度）には、
当該年度の決算実績値を入力してください。単位当
りコストの欄については、入力の必要はありません。 

Ⅱ 
実
施 
・ 
Ｄ
Ｏ 

4 
 
成
果 
 
 
 
 
 
 

〇成果指標名、単位 
 
 
 
 
 
〇指標式 
 
〇目標値、実績値 
 
 

○プ 

〇成果指標名、単位 
成果指標名は活動結果・成果指標例（参考資料 4）
を参考に、事業の成果（アウトカム）を示す成果指
標名及び単位を入力してください。 
※複数ある場合は、代表的なものを入力してください（2 つ以内）。 
〇指標式 
事業の成果指標の算出方法（数式等）を入力して
ください。 
〇目標値、実績値 
 目標値（18、19 年度）には、年度当初に設定した
成果指標の目標値を入力し、実績値（18年度）には、
当該年度の決算実績値を入力してください。 

※男女共
同参画プ
ラン対象
事業につ
いては、
事業評価
のポイン
ト（男女
共同参画
プ ラ ン
用）（参
考資料5）
を参考に
入力して
く だ さ
い。 
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 入力項目及び入力目的等 入力方法等 
１ 
個
別 
評
価 

市が担うことの妥当性が高いか
（事業の「妥当性」）、最少の資源
投入量で最大の結果が出ているか
（事業の「効率性」）、事業の成果
が出ているか（事業の「有効性」）、
上位にある施策の実現（又は目的
達成）に貢献しているか（事業の
「貢献度」）といった四つの視点に
基づき評価します。 

○プ 

四つの視点（妥当性、効率性、有効性、貢献度）ごとに、評価
する上での具体的判断基準を列記してあります。該当する項目に
はプルダウンメニューの中から「○」を選択し入力してください。 
なお、○のつかない項目は、当該事業の課題と捉えることがで
きます。 

事業の妥当性、効率性、有効性、
貢献度を総合的に、成果とコスト
の両方の観点から評価します。 
 
 ○プ 

事業の妥当性、効率性、有効性、貢献度それぞれの評価の結果
を踏まえ、その事業について「Ａ課題は全くない」「Ｂ課題が少
しあり事業の一部見直しが必要」「Ｃ課題が多く事業の大幅な見
直しが必要」「Ｄ事業の休・廃止を含めた検討が必要」のうち、
該当する項目をプルダウンメニューの中から選択してください。 
また、総合評価で認識した課題を入力してください。 
なお、総合評価をする上での主な判断目安等は以下のとおりで
す。 

 
Ⅲ 
評
価 
・ 
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ 
 
２ 
総
合
評
価 
 
 

総合評価の類型と主な判断目安及び対応の方向性 
●Ａ：課題は全くない 
【判断目安】 
・個別評価の結果や目標・実績の達成度等を踏まえて見直すべき課題がない。 
  個別評価で「○」の付かない項目（その事業になじまない項目を除く）がない。 
【今後の対応】 
・計画どおりに事業を進める。 
●Ｂ：課題が少しあり事業の一部見直しが必要 
【判断目安】 
・効率性など事業の進め方等に課題がある。 
【今後の対応】 
・事業の対象や手段等を見直し、コスト削減や成果向上を図る方策に取り組む。 
●Ｃ：課題が多く事業の大幅な見直しが必要 
【判断目安】 
・コストを削減しても成果や市民サービスの低下をもたらさない。 
・事業の目的や市民ニーズ、他の自治体との比較等から見て、活動・サービスの対象や水準が過大であると認められる。 
【今後の対応】 
・予算等の事業規模や内容の縮小、実施主体の見直し、事業の統合等に取り組む。 
●Ｄ：事業の休・廃止を含めた検討が必要 
【判断目安】 
・市が関与する妥当性が認められない。 
・事業の成果が認められない。 
・休・廃止しても市民への影響は特にない。 
・外部環境の変化等により目的達成が困難と認められる。 
【今後の対応】 
・事業の休・廃止等の検討及び調整に取り組む。 

Ⅳ 
改
革
改
善 
 
 

１ 改革改善の方向性 
 

○プ 
 
 

総合評価で認識した課題を踏まえ、当該事業の改革改善の方向
性として「検討・見直し」「現状維持」「終了（H19 年度）」のう
ち、該当する項目をプルダウンメニューの中から選択するととも
にその内容（①平成 20 年度に向けた取組と②中長期的な取組）
を具体的に入力してください。 
※ 総合評価で A（課題は全くない）とした事業以外は、「現状
維持」は選択しないでください。 

※ どのように改善するかだけではなく、いつまでに、何を、ど
のように改革改善するのか、できる限り具体的に入力してく
ださい。 

 ２ 予算面（H20 年度の予定） 
○プ 

平成 20年度の予算要求の方向性について「拡充」「現状維持」
「縮小」「廃止（終了含む）」のうち、該当する項目をプルダウン
メニューの中から選択してください。 

○記入日 
 

○プ 
 

○記入日 評価表を作成した日を入力してください。 
〈例〉2007/05/07 
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様式２：【業務分担整理表】（こしがや男女共同参画プラン対象事業は作成不要） 
 
業務分担整理表は、Sheet１と Sheet２の 2種類の Sheet から構成されており、事務事業評価表（様

式 1）中、Ⅱ‐2‐（１）人工
に ん く

及びⅡ‐2‐（2）-①人件費を算出するための表です。 
名  称 作  成  理  由 
Sheet１  係単位で事務事業ごとの人工を算出するため 
Sheet２  Sheet１で算出した係単位の事務事業ごとの人工を課単位で集計するとともに、事務事業ごとの人件費を

算出するため 

以下の方法により、データを入力してください。入力する範囲は、ファイル中水色で網掛けをした
部分です。番号は、調書の項目と同一となっています。 

入力項目 入力方法等 記入上の留意事項 
Sheet１ 係ごとに作成してください。 
1 所管 部・課・担当（係）の名称を入力してくだ

さい。 
 

2 現在の職務内容 組織規則等による事務分掌、事務事業を参
考に、平成 18年度に実際に行った職務の内
容を入力してください。 

 

3 事務・事業名 「２現在の職務内容」に対応する事務・事
業名を入力してください。 
⇒事業別予算等一覧表（参考資料１）を参

照し、□2 －2－（１）対象事業の確認（2
頁参照）で評価対象事業とした事務事業の
名称（事業別予算の場合は細々目名、実施
計画の場合は実施計画名）を入力してくだ
さい。 
事務・事業に直接振り分けることができな
い職務については、課共通業務または課外
業務に分類してください。 

「２現在の職務内容」に対応させるために、以下の
ように同一の事務・事業名を複数入力しなければな
らないケースがあります。 
《例》 
2現在の職務内容 3事務・事業名 

あ業務 A事業 
い業務 A事業 

 
・他課が所管する職務は、番号 61から 65の課外業
務に分類します。 

4 事業別予算コー
ド 

事業別予算等一覧表（参考資料１）を参照
し、該当する 13 桁の事業別予算コードを入
力してください。 

 

5 役職名 係に属する全ての人の役職名を記入してく
ださい。 

 
 

6 業務量割合 一人の業務量を合計すると 1.00（再任用職
員の場合は 0.30）となるように、それぞれ
の担当する職務内容ごとに業務量の割合を
（0.05）単位で記入します。 

・課及び係全体に係る職務は、番号 1から 7の課共
通業務に分類します。 

Sheet2 係ごとのデータを課単位で集計 
1 事務・事業名 Sheet１の3で入力した事務・事業名を転記

してください。 
2 事業別予算コー
ド 

Sheet１の 4 で入力した事業別予算コード
を転記してください。 

① 直接人員の人工
数  

それぞれの事務・事業ごとに Sheet１の人
工合計を集計して記入してください。 

Sheet１の3で同一の事務・事業名を複数入力した場
合は、Sheet2では1つにまとめてください。 
《例》Sheet１ 

2 現在の
職務内容 

3 事
務・事
業名 

4 事業別予算コ
ード 

人工 
合計 

あ業務 A事業 0102030400502 1.00 
い業務 A事業 0102030400502 0.5 

Sheet2      ↓ 

１ 事務・事業名 
2 事業別予算コ
ード 

人工 
合計 

A事業 0102030400502 1.5  
⑧  非常勤・臨時職
員人工数 

それぞれの事務・事業ごとに非常勤及び臨
時職員の人工数を入力してください。 

 

⑨ 賃金 それぞれの事務・事業ごとに賃金及び社会
保険料（金額）を記入してください。 
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様式３：【減価償却費計算表】（こしがや男女共同参画プラン対象事業は作成不要） 
 
 
以下の項目について、データを入力してください。番号は、調書の項目と同一となっています。 
入力する範囲は、水色の部分です。 
なお、様式 3の作成については、所得税法施行令（昭和 40年政令第 96 号）第 6条第 1号から第
7号までに規定する減価償却資産で、取得価額が１千万円以上のものを対象とします。 
 

 
 
 

 

No． 入力項目 記入方法 
1 所管 所管する部・課・係（担当）名を入力してください。 
2 事業名 事業の名称を入力してください。 
3 種類 建物（附属設備を含む。）、構築物（橋、貯水池等）、機械・装置、車両・運搬

具、工具・器具・備品等のうち、該当する種類を入力してください。 
4 名称 固定資産の名称を入力してください。 
5 構造 建物の構造を入力してください。 
6 取得年度 取得した年度を入力してください。 
7 西暦 取得した年（西暦）を入力してください。 
8 耐用年数 耐用年数は、次のとおりとしてください。 

 
建物⇒50年  
建物附属設備 （エレベーター等）⇒17年 
車両 消防車・救急車⇒5年 
 
※ その他のものについては、政策経営課と協議してください。 

9 取得価額 取得価額を入力してください。 


